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奈良森林管理事務所事案の概要について

１ 奈良森林管理事務所職員の逮捕について

平成26年1月26日、近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所の職

員と土木建設会社社長が奈良森林管理所長発注の「五百瀬（２号

地）山腹工事」の入札（平成24年11月30日執行）に関する官製談

合防止法違反容疑で奈良県警に逮捕され、2月14日には同じく「濁

谷渓間工事」の入札（平成25年2月26日執行）に関する同容疑で再

び逮捕された。

奈良地方検は、両者を2月14日と3月7日に官製談合防止法違反

の罪で起訴し、これらの者はいずれも初公判で起訴事実を認めた。

次回の公判は５月１日に開催され結審が予定されている。

近畿中国森林管理局は、1月28日に同土木建設会社に対して12ヶ

月間の指名停止措置を行い、14日の再逮捕を受けて、2月19日にこ

れを16ヶ月間に変更する措置を行った。

1



奈良森林管理事務所事案に係る調査委員会設置要領

１．趣旨

近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所に在職していた職員１名が、平成24年

度に発注した２件の治山工事の入札に関する官製談合防止法等違反容疑で起訴さ

れたことは、国有林野事業に対する国民の信頼を著しく損なうものであり、近畿

中国森林管理局（以下「局」という。）は、このような事態が発生したことを重く

受け止め、こうした事案が二度と発生することのないよう強い決意を持って取り

組んでいく必要がある。

奈良森林管理事務所事案に係る調査委員会（以下「委員会」という。）は、この

ような再発防止向けた取り組みを進めるに当たり、必要な事項を検討し、提言を

頂くため設置するものとする。

２．構成メンバー等

（１）委員会は、以下のメンバーにより構成する。

小柴 学司 公認会計士・税理士

福田 正 弁護士

藤田 充也 弁護士

横田 直和 関西大学法学部教授

（２）委員の互選により委員長を選出する。

（３）委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

３．検討事項

委員会は、公判で明らかにされる事実等に関して、次の①から③までについて

検討する。

① 事案の発生の原因・背景に係る調査・分析

② 職員の倫理・コンプライアンスに係る調査・分析

③ 再発防止等の検討・とりまとめ

４．運営

（１）会議は非公開で行う。会議終了後、議事の概要を局のホームページで公表す

る。

（２）委員会の事務局は、企画調整課に置く。

（３）委員会は委員長の判断に基づき近畿中国森林管理局長が招集する。

（４）林野庁の職員は、説明員又はオブザーバーとして委員会に出席することがで

きる。

（５）その他委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が各委員の意見を聴いて

定める。

５．施行

平成26年４月16日を施行日とする。
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奈良森林管理事務所に係る調査委員会（第１回）議事概要

平成26年４月18日

近畿中国森林管理局

１．開催日時：平成26年４月16日（水）13:30～15:30

２．場 所：奈良森林管理事務所 会議室

３．出 席 者：

（委 員）福田 正 弁護士

藤田 充也 弁護士

横田 直和 関西大学法学部教授

（欠席：小柴 学司 公認会計士・税理士）

（林野庁）近畿中国森林管理局 青木 庸三 局長 ほか

（オブザーバー（林野庁本庁）） 合田 和弘 林政部監査室長

４．議 事：

○ 委員の互選により横田委員が委員長に選任された。

○ 委員会として、事案の発生原因・背景や職員の倫理・コンプライアンスについての

調査・分析を行い、再発防止策等について取りまとめることとされた。

○ 事案の概要と奈良森林管理事務所における治山事業の概要、職員聴き取り調査、広

島事案再発防止策と今回の事案との関係等について、近畿中国森林管理局からの説明

及び意見交換を行った。

○ 「悪しき慣習」が背景にあるなどと公判で検察から指摘されていることを踏まえた

関係者への十分な聴き取り調査が必要、広島事案の再発防止策が浸透していたのかど

うか職員からの聴き取り調査が必要等の指摘があった。

○ 次回は、第２回公判（５月１日予定）の内容等も整理の上、５月中を目途に開催す

る、また、今後、７月頃のとりまとめを目指して検討を進める等とされた。
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事業者の皆様へ

平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日

近畿中国森林管理局

近畿中国森林管理局における発注者綱紀保持対策について

１ 近畿中国森林管理局では、「林野庁発注者綱紀保持マニュアル」に基づき、発注事務の適正

性及び透明性の向上並びに発注事務に係る綱紀の保持を強化することとしたしました。

２ 近畿中国森林管理局の発注事務については、今後、このマニュアルに基づいて、事業者の皆

様との応接や「不当な働きかけ」に対する対応など、以下のとおり取り組みます。

事業者の皆様におかれましては、近畿中国森林管理局における発注者綱紀保持のための取組

の趣旨をご理解いただきますようお願いいたします。

林野庁発注者綱紀保持マニュアルに基づく主な取組

(1) 事業者の皆様との応接方法について

① 執務室への自由な出入りを制限し、受付カウンターや応接スペース等で対応します。

② 複数の職員により対応します。

(2) 不当な働きかけの記録・公表について

対面、郵送、電話等の手段に関わらず、次のような不当な働きかけを受けた場合は、これを

拒否するとともに、その内容を記録し、発注者綱紀保持委員会に報告します。

さらに、発注者綱紀保持委員会が調査分析の上、「不当な働きかけ」と認めた場合には不当

な働きかけの日時、働きかけを行った者の氏名及びその内容等を公表します。

① 有利な競争参加資格の設定に関する依頼

② 指名競争入札において指名又は指名しないことの依頼

③ 受注すること又は受注させないことの依頼

④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査

基準価格に関する情報を聴取

⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

⑥ 公表前における発注予定に関する情報を聴取

⑦ 公表前における入札参加者に関する情報を聴取

⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれの

ある依頼又は情報聴取

なお、「林野庁発注者綱紀保持マニュアル（近畿中国森林管理局版）」及び「近畿中国

森林管理局発注者綱紀保持委員会については、当森林管理局のホームページ

「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。
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コンプライアンスの強化コンプライアンスの強化

◆公務員倫理、発注者綱紀保持、外部通報等への対
応等について 職場全体としてルールの遵守を徹底応等について、職場全体としてル ルの遵守を徹底

• 農林水産省倫理啓発週間等の機会を捉えて全職員を対象に農林水産省倫理啓発週間等の機会を捉えて全職員を対象に
毎年度効果的に倫理チェックや研修等を実施するとともに、職
場での懇談会等の開催を通して徹底を図る。

• 外部通報の内容や倫理に関する非違行為について、接待の実
例等を踏まえた処分事例を示し、職員に求められる行動規範を
徹底する徹底する。

• 発注者綱紀保持マニュアルの遵守を徹底する。

窓 も• 外部通報窓口を国民に分かりやすく提示するとともに、職員に
内部通報ルールを徹底する。

事業者からの以下の質問に対して答えてはならない

例 ・他の入札参加業者名を教えてください。

・参加しているのは全部で何社ですか？・参加しているのは全部で何社ですか？

・他のＪＶの構成員はどうなっていますか？

・予定価格はどれくらいですか？・予定価格はどれくらいですか？

・調査基準価格はどれくらいですか？

・○○業務の入札公告は未だ出していないようですが・○○業務の入札公告は未だ出していないようですが、
入札説明書や資料を頂けませんか？

定 格 査基 格 金 などを類推予定価格、調査基準価格、設計金額などを類推さ
せる言動を行わない
・ 事業者から「○千万円以上ですか、以下ですか。○千万円以内です事業者から ○千万円以上ですか、以下ですか。○千万円以内です

か。何割ぐらいですか。」などと聞かれ、答えたり、ヒントを与えては
ならない。

算 算・ 設計積算途中の金額であっても、百万円単位などの概算額であって
も教示・示唆してはならない。
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コンプライアンスの強化コンプライアンスの強化
◆職員が違反行為をしてしまった場合の組織内の相
談先等の周知徹底談先等の周知徹底

• 職員が違反行為をしてしまった場合の組織内の相談体制の【総務課０６－６
８８１－３４１６】職員周知を図る。】職員周知を図る。

• 第三者からの不当な働きかけを受けた場合の対応について、「速やかに所
属の長及び発注者綱紀保持担当者に報告しなければならない。」ことについ
て職員への周知徹底を図るて職員への周知徹底を図る。

入札談合情報と公益通報

① 管理監督者又は発注担当職員が入札談合に関する情報を把握した場合は、公正
入札等調査委員会へ通報する。

② 管理監督者又は発注担当職員が公益通報者保護法による公益通報及びその相談
を受けた場合は、農林水産省職員内部情報処理要領の通報等受付・相談窓口に報
告する。

①入札談合情報 ②公益通報①入札談合情報 ②公益通報

○法令違反の確証が得られない ○法令違反
○法令違反になりつつある情報○法令違反になりつつある情報

「○○工
事で××
建設が落
札予定に

あの工事
の予定価

談合情報
マニュアル

通 報
札予定に
なってい
ます。」

格は車○
台分かな。

報 告

農林水産省
職員内部通

マニュアル

公正入札等調査委員会
委員長：総務企画部長 提出

報処理要領

事務局:局経理課
法令違反
と判明

公益通報受付・相談窓口
各局総務課
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指導監督の強化指導監督の強化

職員に外部通報等への対応ルール（林野庁への速やかな報告職員に外部通報等への対応ル ル（林野庁への速やかな報告
等）を徹底する

外部通報等 対応 を徹底する• 外部通報等への対応ルールを徹底する。

○管理監督者又は発注担当職員が入札談合に関する情報を把握した場合は、

→ 公正入札等調査委員会へ通報する。

○管理監督者又は発注担当職員が公益通報者保護法に よる公益通報及びその相談

を受けた場合は、

→ 農林水産省職員内部通報処理要領の通報等受付・相談窓口へ報告する。

公正入札等調査委員会事務局：経理課 ０６－６８８１－３４４５

通報等受付・相談窓口：総務課０６－６８８１－３４１６
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